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定期監査の結果に対する措置の通知の公表について 

 

 

 次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第１９９条第１２項及

び八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 

 

 

平成２２年３月１日 

 

八尾市監査委員   冨 永 峰 男 

同      八 百 康 子 

同      平 田 正 司 

同      井 上 依 彦 

 

 

記 

 

 

１ 措置の通知 

   定期監査の結果に対する措置の通知 

    平成２２年２月１９日付け教学総第８８２号 

     

２ 問合せ先 

   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市監査事務局 

     電話番号 072－924－3896（直通） 

 

３ その他 

   措置の通知については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。 



定期監査の結果に対する措置の内容 

〔文書指摘分〕 

指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) １文書事務について 

 文書処理簿において受信

先等の記載漏れのもの、発

信文書の控が保管されてい

ないものなどが見受けられ

たので、八尾市文書取扱規

程に基づき適正な事務処理

を行うこと。 

 

八尾市文書取扱規程を再度確認するとともに、記載漏れ及び文書保

管について同規程に基づき適正に処理をしました。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) ２市費職員の出勤簿、休暇

について 

 市費職員の夏期休暇取得

時において年次有給休暇カ

ードの処理漏れのもの、出

勤簿において時間年次有給

休暇の記載漏れのものが見

受けられたので適正な事務

処理に改めること。 

 

職員証読取機及び出勤簿管理規程を再度確認するとともに、押印漏

れ、記載漏れ等については適正に処理をしました。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) ３府費職員の職員手当認定

事務について 

 府費職員の通勤手当等の

認定事務において、通勤届

の受理日等の記載漏れ、記

載誤り、定期券の写しの添

付がないものなどが見受け

られたので適正な事務処理

を行うこと。 

 

通勤届の記載漏れ及び記載誤りについて改めるとともに、定期券の

写しを提出させるなどを行い適正に処理をしました。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) ４独立行政法人日本スポー

ツ振興センター事務につい

て 

⑴受領書や委任状等におい

て、日付の記載漏れ、記載

及び訂正方法が適切でない

ものなどが見受けられたの

で適正な事務処理を行うこ

と。 

 

受領書や委任状等における記載漏れ、記載及び訂正方法について適

正に処理を行いました。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) ⑵保護者に支払われている

給付金の受領書が見当たら

ないものが見受けられたの

で適正な事務処理を行うこ

と。 

 

保護者に支払った給付金の受領書については、速やかに支払いした

ことを確認し受領書を受理いたしました。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

 

 



定期監査の結果に対する措置の内容 

〔文書指摘分〕 

指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) ⑶日本スポーツ振興セン

ター災害共済給付に係る

事務要綱では、徴収した共

済掛金を給付金口座に一

旦入金することとしてい

るが、給付金口座に入金す

ることなく直接教育委員

会に納入しているものや

別の口座に入金し、そこか

ら教育委員会に納入して

いるものが見受けられた

ので、適正な事務処理に改

めること。 

 

平成 21 年度より、事務要綱にもとづき、給付金口座に一旦入金を

行い、適正な事務処理に改めております。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) ５就学援助関係事務につい

て 

 金銭出納簿の記載及び

控文書の日付や金額の訂

正において適切でないも

のが見受けられたので適

正な事務処理に改めるこ

と。 

 

金銭出納簿への記載及び控文書の日付や金額の訂正について適正

に処理を行いました。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) ６修学旅行・林間学舎関係

事務について 

これまでの定期監査で指

摘してきた事務手続きにつ

いて、一定の改善が図られ

ていた。しかし、依然指摘

にかかるものや新たな指摘

事項も見受けられたので、

今後とも適正な事務の執行

に努められたい。 

⑴見積書を保管していない

ものや複数の旅行取扱業者

の見積書を徴していないも

の、契約書を交わしていな

いものなどが見受けられた

ので改めること。 

 

平成 21年度より、複数業者から見積書を徴すとともに、関係書類

についても適正な保管に努めております。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

 



定期監査の結果に対する措置の内容 

〔文書指摘分〕 

指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) ⑵生徒の修学旅行積立金出

納簿において教職員負担分

が含まれた領収書が添付さ

れていたため、出納簿記載

金額と一致しないものなど

が見受けられた。領収書の

説明として按分額とその根

拠明細を添付するなど事務

処理の明確化に努めるこ

と。 

 

領収書に按分額及び根拠明細を記入し、出納簿記載金額の根拠につ

いての明確化を行いました。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

措置状況 1．措置済(平成 22年 1月 20 日) ⑶旅行代金の前払金が申込

書の日付より前に支払われ

ているものが見受けられた

ので、適正な事務処理に改

めること。 

 

契約内容を含め契約事項について十分認識のうえ適正に処理しま

した。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) ７幼稚園保育料徴収事務に

ついて 

 預かり保育料や保育料の

金銭出納簿等において、記

載及び訂正方法が適切でな

いものなどが見受けられた

ので、適正な事務処理を行

うこと。 

 

預かり保育料や保育料の金銭出納簿等の記載や訂正の方法につい

て適正に処理を行いました。 

 また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

措置状況 １．措置済(平成 22年 1月 15 日) ８薬品等の管理について 

 使用済み薬品や空瓶など

の処理について、教育委員

会で取扱いを統一され、処

理されているところである

が、廃液の中身について把 

握されていないものが見受

けられたので、今後も薬品

の取扱いについて周知を図

り、適正な管理を行うこと。 

 

指摘の後、廃液の中身について把握し、適正に廃棄処理を行いまし

た。 

また、今後の事務処理の適正実施のため、今回の指摘事項について

全学校園に通知を行いました。 

 

 

  


